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仙台市公共事業再評価実施要綱 

                                             （平成１０年１２月１５日市長決裁） 

 （目的） 

第１条 この要綱は，本市が実施する公共事業について，時の経過に伴う社会経済情勢等の変化

に応じ，その必要性，効果等を改めて検討し，事業の継続，見直し，休止又は中止についての

判断（以下「再評価」という。）及び再評価の結果に基づく適切な対応方針の決定に関し必要な

事項を定め，もって公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目

的とする。 

 （再評価を実施する事業） 

第２条 再評価を実施する事業（以下「対象事業」という。）は，本市が実施する公共事業で別表

第１に掲げるもの（維持管理に係る事業、災害復旧に係る事業等を除く。）のうち，次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

 (1) 事業に着手後５年目の年度末までにおいて未着工の事業 

(2) 事業に着手後５年目（下水道事業，林野公共事業，農業農村整備事業及び水道施設整備事

業にあっては，１０年目）の年度末までに完了しない事業 

 (3) 再評価実施時から５年間（下水道事業にあっては 10 年間）が経過後の年度末までにおい

て未着工の事業又は当該５年間（下水道事業にあっては 10 年間）が経過後の年度末までに

完了しない事業 

(4)   前３号に掲げるもののほか，事業の進捗状況，社会経済情勢等を考慮し，再評価が特に

必要と市長が認める事業 

（再評価の実施時期） 

第２条の２ 再評価は，次の各号に掲げる事業の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める年度に

おいて実施するものとする。 

 (1) 前条第１号に該当する事業  該当することとなった年度（ただし，林野公共事業にあっ

ては，該当することとなった年度の翌年度） 

 (2) 前条第２号及び第３号に該当する事業  該当することとなった年度 

(3) 前条第４号に該当する事業  市長が指定する年度 

 （公共事業再評価検討委員会） 

第３条 再評価を実施し，その結果に基づいて対応方針案を作成するため，仙台市公共事業再評

価検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

２ 検討委員会は，委員長及び委員で組織する。 

３ 委員長は，副市長事務担任規程（平成１９年仙台市訓令第７号）の規程により都市整備局に

属する事務を担任する副市長をもって充てる。 

４ 委員は，別表第２に掲げる者をもって充てる。 

５ 委員長は，検討委員会を代表し，会務を総理する。 

６ 委員長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員が，その職務を代理する。 

 （対象事業の報告等） 

第４条 事業を所管する各部局（地方公営企業の部局を除く。）は，対象事業に該当する事業があ

る場合には，それぞれ第２条の２に規定する年度において，再評価の実施のため必要な資料を

添えて，検討委員会へ報告する。 

２ 地方公営企業管理者は，対象事業に該当する当該地方公営企業の事業がある場合は，それぞ

れ第２条の２に規定する年度において，検討委員会に対し，必要な資料を添えて，再評価の実
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施を申し出ることができる。 

 （再評価の実施） 

第５条 再評価は，前条第１項の規定による報告又は同条第２項の規定による申出があった対象

事業について，検討委員会が実施する。 

２ 再評価を実施する際の観点は，次のとおりとする。 

 (1) 事業の進捗状況 

 (2) 事業をめぐる社会経済情勢等の変化 

 (3) 事業着手時点の費用対効果分析の要因の変化 

 (4) コスト縮減，代替案立案等の可能性 

３ 再評価は，次のいずれかの手法のうちから，対象事業の進捗状況，対象事業を巡る社会経済

情勢等を考慮して検討委員会が適切と認めた手法により実施する。 

 (1) 検討委員会があらかじめ作成したチェックリストを用いる手法 

 (2) 前項各号に規定する観点について詳細な検討を加える手法 

４ 検討委員会は，前項第１号の手法による再評価を実施した結果，事業着手に至った要因の変

化その他対象事業の継続を再検討すべき事情が認められる場合には，当該対象事業について同

項第２号の手法による再評価を実施する。 

５ 検討委員会は，必要に応じ，再評価の実施のため必要な調査，検討等を対象事業の所管部局

に行わせる。 

６ 検討委員会は，国庫補助事業である対象事業の再評価に当たっては，当該対象事業の所管部

局に，当該国庫補助事業を所管する国の部局と適宜協議等を行わせ，密接な連携及び調整を図

らせる。 

 （対応方針案の作成） 

第６条 検討委員会は，実施した再評価の結果に基づき，対応方針案を作成し，再評価の結果と

ともに市長（第４条第２項の規定による申出に係る対象事業にあっては，当該申出をした地方

公営企業管理者。以下同じ。）に報告する。 

２ 検討委員会は，前項の対応方針案の作成のため必要な資料の作成，調査，検討，国の所管部

局との調整等を，対象事業の所管部局に行わせる。 

３ 検討委員会は，第１項の対応方針案を作成しようとする場合は，あらかじめ，仙台市公共事

業再評価監視委員会の意見を聴かなければならない。ただし，当該対応方針案が，法令等の規

定により，その策定，変更等に際して学識経験者，関係住民等の意見を聴くこととされている

ものである場合には，この限りでない。 

４ 検討委員会は，仙台市公共事業再評価監視委員会より意見の具申があった場合には，これを

最大限尊重し，可能な対応方針を検討する。 

 （対応方針の決定及び公表） 

第７条 市長は，前条第１項の規定による報告に基づき，再評価を実施した対象事業について対

応方針を決定する。 

２ 市長は，前項の対応方針を決定した場合には，速やかに，当該対象事業に係る再評価の結果

及びその根拠並びに当該対応方針を決定した経緯とともに公表する。 

 （公共事業再評価監視委員会） 

第８条 第６条第１項の規定により検討委員会が作成する対応方針案を審議するため，仙台市公

共事業再評価監視委員会（以下「監視委員会」という。）を設置する。 

２ 監視委員会は，検討委員会が再評価を実施した全ての事業の対応方針（原案）について審議
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を行う。 

３ 監視委員会は，前項の規定による審議の結果，第６条第４項の原案に不適切な点又は改善す

べき点があると認める場合には，検討委員会に対し，その理由を付して意見の具申を行う。 

４ 監視委員会は，委員９人以内で組織する。 

５ 委員は，公共事業をめぐる社会経済情勢に関し優れた知識及び経験を有し，公共事業の実施

に関する施策について公正な判断をすることができる者のうちから，市長が委嘱する。 

６ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

７ 委員は，再任されることができる。 

８ 監視委員会に，委員長を置き，委員の互選によって定める。 

９ 監視委員会は，審議の参考とするため，専門の事項を調査検討する専門部会を置くことがで

きる。 

10 専門部会は，部会長及び専門委員をもって組織する。 

11 部会長は，委員長の指名する委員をもってあてる。 

12 専門委員は，部会長が推薦し，監視委員会が承認した者をもってあてる。 

13 専門委員は，当該専門の事項に関する調査検討が終了したときは，解任されるものとする。 

14 監視委員会の庶務は，都市整備局技術管理室において処理する。 

15 前各項に定めるもののほか，監視委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が監視委員会に

諮って定める。 

 （その他） 

第９条 各事業所管部局は，本要綱に基づき，各事業ごとの再評価についての実施要綱の細目を

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成１０年１２月１５日から実施する。 

 

     附 則（平成１１年 １月２２日改正） 

 この改正は，平成１１年 １月２２日から実施する。 

 

     附 則（平成１３年 ３月２３日改正） 

 この改正は，平成１３年 ４月 １日から実施する。 

 

 附 則（平成１３年１０月 ５日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，平成１３年１０月 ５日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の仙台市公共事業再評価実施要綱の規定は，この要綱の実施の日以

後に実施する事業の継続，見直し，休止又は中止についての判断（以下「再評価」という。）

から適用し，同日前に実施した再評価については，なお従前の例による。 

 

附 則（平成１５年 ３月３１日改正） 

 この改正は，平成１５年 ４月 １日から実施する。 
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   附 則（平成１５年 ９月 ３日改正） 

 この改正は，平成１５年 ９月 ３日から実施する。 

 

   附 則（平成１６年 ７月１４日改正） 

 この改正は，平成１６年 ７月１４日から実施する。 

 

   附 則（平成１７年 １月３１日改正） 

 この改正は，平成１７年 １月３１日から実施する。 

 

   附 則（平成１７年 ３月３０日改正） 

 この改正は，平成１７年 ４月 １日から実施する。 

 

   附 則（平成１８年 ３月３１日改正） 

 この改正は，平成１８年 ４月 １日から実施する。 

 

附 則（平成１９年 ５月 １日改正） 

 この改正は，平成１９年 ５月 １日から実施する。 

 

附 則（平成１９年 ７月２５日改正） 

 この改正は，平成１９年 ７月２５日から実施する。 

 

附 則（平成２２年 ３月３１日改正） 

 この改正は，平成２２年 ４月 １日から実施する。 

 

附 則（平成２２年１０月 １日改正） 

 （実施期日） 

１ この改正は，平成２２年１０月 １日から実施する。 

（経過措置） 

２（１）平成２２年度に、事業着手後１０年間が経過して継続中の事業については、平成２２年

度までに再評価を実施する。 

（２）前項に規定する事業、林野公共事業、農業農村整備事業及び水道施設整備事業を除き、

平成２２年度に、事業着手後５年間が経過した時点で継続中の事業及び５年間を超過して

いる事業については、平成２３年度末までに再評価を実施する。 

 

附 則（平成２３年 ５月 １日改正） 

 この改正は，平成２３年 ５月 １日から実施する。 

 

附 則（平成２６年 ４月 １日改正） 

 この改正は，平成２６年 ４月 １日から実施する。 
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別表第１（第２条関係）再評価の対象事業 

 

事    業    名 再評価を実施する事業単位 

住宅市街地総合整備事業 整備計画の単位とする。 

住宅市街地基盤整備事業 事業採択を行う際の施設単位とする。 

都市公園等事業 整備事業箇所単位とする。 

 

 

 

下水道事業 

（事業箇所毎の全体計画を対象とする。） 

汚水は処理区単位，分流式の雨水は排水区単

位とする。 

ただし，一連の整備効果を発現する排水区に

ついては，複数のものを組み合わせることも

可能とする。 

また，都市下水路事業については，事業箇所

単位とする。 

 

土地区画整理事業 

 

事業採択を行う際の箇所単位とする。 

ただし，複数箇所の組み合わせも可能とす

る。 

河川事業 

 

一連の整備効果を発現する区間単位とする。 

ただし，必要に応じて分割可能とする。 

 

道路事業 
国道の新設・改築事業 

事業採択を行う際の区間又は箇所単位とす

る。 

ただし，複数箇所の組み合わせも可能とす

る。 

 

県道の新設・改築事業 

市道（都市計画決定されているも

のに限る。）の新設・改築事業 

街路事業 

 

市街地再開発事業 
事業採択を行う際の箇所単位とする。 

ただし，複数箇所の組み合わせも可能とす

る。 

都市・幹線鉄道事業 事業採択を行う際の箇所単位とする。 

鉄道防災 事業採択を行う際の箇所単位とする。 

林野公共事業 事業採択を行う際の箇所単位とする。 

農業農村整備事業 事業採択を行う際の箇所単位とする。 

水道施設整備事業 事業採択を行う際の施設単位とする。 
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別表第２（第３条関係） 

 

 

検討委員会の委員 

 

 

委    員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 局 長 

まち づく り 政策 局 長 

財 政 局 長           

経 済 局 長           

都 市 整 備 局 長           

建 設 局 長           

水 道 事 業 管 理 者            

   交 通 事 業 管 理 者 

青 葉 区 長           

宮 城 野 区 長           

若 林 区 長           

太 白 区 長           

泉 区 長           

 

 


